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報
　
告

■
13
号
　
専
決
処
分
事
項

の
報
告
　
損
害
賠
償
の
額

の
決
定
及
び
和
解

　
市
道
佐
岡
影
仙
頭
線
で

発
生
し
た
、
グ
レ
ー
チ
ン

グ
跳
ね
上
げ
事
故
の
損
害

賠
償
額
の
決
定
及
び
相
手

方
と
の
和
解
に
つ
い
て
、

専
決
処
分
し
た
も
の
。

■
14
号
　
専
決
処
分
事
項

の
報
告
　
学
校
給
食
費
滞

納
整
理
に
お
け
る
訴
え
の

提
起

■
15
号
　
専
決
処
分
事
項

の
報
告
　
学
校
給
食
費
滞

納
整
理
に
お
け
る
訴
え
の

提
起

　
14
号
及
び
15
号
と
も
平

成
24
年
10
月
4
日
に
学
校

給
食
費
滞
納
整
理
に
つ
い

て
支
払
督
促
の
申
し
立
て

を
し
て
い
た
。
そ
の
後
、

債
務
者
か
ら
異
議
申
立
て

が
あ
り
、
民
事
訴
訟
法
第

３
９
５
条
の
規
定
に
よ
っ

て
、
支
払
い
督
促
の
申
立

て
の
時
に
、
訴
え
の
提
起

が
あ
っ
た
と
み
な
さ
れ
る

こ
と
と
な
っ
た
の
で
、
学

校
給
食
費
滞
納
整
理
に
お

け
る
訴
え
の
提
起
に
つ
い

て
専
決
処
分
し
、
訴
訟
に

移
行
し
た
。

■
16
号
　
専
決
処
分
事
項

の
報
告
　
学
校
給
食
費
滞

納
整
理
に
お
け
る
和
解

　
平
成
24
年
10
月
4
日
に

提
訴
し
て
い
た
学
校
給
食

費
請
求
事
件
に
つ
い
て
、

平
成
24
年
11
月
29
日
に
高

知
簡
易
裁
判
所
に
お
い
て

和
解
（
被
告
は
原
告
に
対

し
、
支
払
い
義
務
が
あ
る

こ
と
を
認
め
、
支
払
う
こ

と
）
を
行
っ
た
。

承
　
認

■
11
号
　
専
決
処
分
事
項

の
承
認
　
平
成
24
年
度
一

般
会
計
補
正
予
算
（
第
5

号
）

　
平
成
24
年
11
月
16
日
の

衆
議
院
議
員
解
散
に
伴
う

衆
議
院
議
員
選
挙
費
を
追

加
す
る
も
の
で
、
歳
入
歳

出
予
算
の
総
額
に
３
３
１

４
万
円
を
追
加
し
、
歳
入

歳
出
予
算
そ
れ
ぞ
れ
１
５

９
億
７
８
２
万
９
千
円
と

し
た
。
同
日
付
け
で
専
決

処
分
を
行
っ
た
。

※
本
会
議

※
全
員
賛
成
に
て
承
認

議
　
案

■
68
号
　
平
成
23
年
度
一

般
会
計
歳
入
歳
出
決
算
の

認
定

■
69
号
　
平
成
23
年
度
簡

易
水
道
事
業
特
別
会
計
歳

入
歳
出
決
算
の
認
定

■
70
号
　
平
成
23
年
度
公

共
下
水
道
事
業
特
別
会
計

歳
入
歳
出
決
算
の
認
定

■
71
号
　
平
成
23
年
度
特

定
環
境
保
全
公
共
下
水
道

事
業
特
別
会
計
歳
入
歳
出

決
算
の
認
定

■
72
号
　
平
成
23
年
度
農

業
集
落
排
水
事
業
特
別
会

計
歳
入
歳
出
決
算
の
認
定

■
73
号
　
平
成
23
年
度
国

民
健
康
保
険
特
別
会
計

（
事
業
勘
定
）
歳
入
歳
出

決
算
の
認
定

■
74
号
　
平
成
23
年
度
介

護
保
険
特
別
会
計
（
保
険

事
業
勘
定
）
歳
入
歳
出
決

算
の
認
定

■
75
号
　
平
成
23
年
度
介

護
保
険
特
別
会
計
（
介
護

サ
ー
ビ
ス
事
業
勘
定
）
歳

入
歳
出
決
算
の
認
定

■
76
号
　
平
成
23
年
度
後

期
高
齢
者
医
療
特
別
会
計

歳
入
歳
出
決
算
の
認
定

※
68
号
～
76
号
は
９
月
議

会
よ
り
継
続
審
査
と
な
っ

て
お
り
、
全
員
賛
成
に
て

可
決

■
86
号
　
市
議
会
議
員
の

議
員
報
酬
、
期
末
手
当
及

び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条

例
の
一
部
改
正

　
12
月
期
末
手
当
支
給
率

を
現
行
の
「
１
０
０
分
の

１
５
５
」
を
「
１
０
０
分

の
１
５
０
」
に
率
を
変
更

　11月臨時議会、12月定例議会が開催され、前回より継続審査となってい

た平成23年度決算や請願、平成24年度一般会計補正予算、市長・議員・職

員の期末手当等の議案が審議されました。本会議並びに本会議、各常任委員

会にて審査された議案の主な内容と採択の結果を報告します。
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す
る
も
の
。

※
本
会
議

※
全
員
賛
成
に
て
可
決

■
87
号
　
市
長
等
の
給
与

及
び
旅
費
支
給
条
例
の
一

部
改
正

　
12
月
期
末
手
当
支
給
率

を
現
行
の
「
１
０
０
分
の

１
５
５
」
を
「
１
０
０
分

の
１
５
０
」
に
率
を
変
更

す
る
も
の
。

※
本
会
議

※
全
員
賛
成
に
て
可
決

■
88
号
　
一
般
職
の
職
員

の
給
与
に
関
す
る
条
例
の

一
部
改
正

　
期
末
手
当
の
平
成
24
年

12
月
支
給
率
を
「
１
０
０

分
の
１
３
７
・
５
」
か
ら

「
１
０
０
分
の
１
３
２
・ 

５
」
に
引
き
下
げ
、
平
成

25
年
度
か
ら
は
、
６
月
支

給
率
を
「
１
０
０
分
の
１

２
２
・
５
」
か
ら
「
１
０

０
分
の
１
２
０
」
に
、
12

月
支
給
率
を
「
１
０
０

分
の
１
３
２
・
５
」
か
ら

「
１
０
０
分
の
１
３
５
」

に
変
更
す
る
も
の
。

※
本
会
議

※
賛
成
16
名
、
反
対
４
名
、

賛
成
多
数
に
て
可
決

■
89
号
　
平
成
24
年
度
一

般
会
計
補
正
予
算
（
第
6

号
）

　
普
通
交
付
税
の
追
加
、

臨
時
財
政
対
策
債
の
減
額
、

生
活
保
護
に
係
る
扶
助
費

の
追
加
、
公
共
土
木
施
設

災
害
復
旧
事
業
の
減
額
等

の
ほ
か
、
債
務
負
担
行
為

及
び
市
債
の
補
正
を
行
う

も
の
。
歳
入
歳
出
予
算
の

総
額
に
３
０
７
５
万
１
千

円
を
追
加
し
、
歳
入
歳
出

予
算
そ
れ
ぞ
れ
１
５
９
億

３
８
５
８
万
円
と
す
る
も

の
。

※
本
会
議

■
90
号
　
平
成
24
年
度
簡

易
水
道
事
業
特
別
会
計
補

正
予
算
（
第
2
号
）

　
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額

か
ら
そ
れ
ぞ
れ
４
３
２
８

万
３
千
円
を
減
額
し
、
歳

入
歳
出
予
算
そ
れ
ぞ
れ
４

億
５
５
８
０
万
８
千
円
と

す
る
。

※
産
業
建
設
常
任
委
員
会

■
91
号
　
平
成
24
年
度
公

共
下
水
道
事
業
特
別
会
計

補
正
予
算
（
第
1
号
）

　
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額

に
１
１
０
万
２
千
円
を
追

加
し
、
歳
入
歳
出
予
算
そ

れ
ぞ
れ
５
億
９
５
６
５
万

８
千
円
と
す
る
も
の
。

※
産
業
建
設
常
任
委
員
会

■
92
号
　
平
成
24
年
度
特

定
環
境
保
全
公
共
下
水
道

事
業
特
別
会
計
補
正
予
算

（
第
1
号
）

　
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額

か
ら
そ
れ
ぞ
れ
２
５
６
万

円
を
減
額
し
、
歳
入
歳
出

予
算
そ
れ
ぞ
れ
３
億
６
８

９
万
２
千
円
と
す
る
も
の
。

※
産
業
建
設
常
任
委
員
会

■
93
号
　
平
成
24
年
度
農

業
集
落
排
水
事
業
特
別
会

計
補
正
予
算
（
第
1
号
）

　
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額

に
１
１
５
万
９
千
円
を
追

加
し
、
歳
入
歳
出
予
算
そ

れ
ぞ
れ
２
９
３
８
万
１
千

円
と
す
る
も
の
。

※
産
業
建
設
常
任
委
員
会

■
94
号
　
平
成
24
年
度
国

民
健
康
保
険
特
別
会
計

（
事
業
勘
定
）
補
正
予
算

（
第
2
号
）

　
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額

に
２
６
０
０
万
円
を
追
加

し
、
歳
入
歳
出
予
算
そ
れ

ぞ
れ
41
億
３
２
３
万
４
千

円
と
す
る
も
の
。

※
教
育
厚
生
常
任
委
員
会

■
95
号
　
平
成
24
年
度
介

護
保
険
特
別
会
計
（
保
険

事
業
勘
定
）
補
正
予
算

（
第
3
号
）

　
歳
入
歳
出
の
総
額
に
１

億
２
２
７
８
万
５
千
円
を

追
加
し
、
歳
入
歳
出
予
算

そ
れ
ぞ
れ
31
億
３
８
６
５

万
３
千
円
と
す
る
も
の
。

※
教
育
厚
生
常
任
委
員
会

■
96
号
　
防
災
会
議
条
例

の
一
部
改
正

　
災
害
対
策
基
本
法
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律
（
平

成
24
年
法
律
第
41
号
）
が

平
成
24
年
6
月
27
日
に
公

布
、
施
行
さ
れ
た
こ
と
に

よ
り
、
そ
れ
に
伴
い
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
も
の
。

※
総
務
常
任
委
員
会

■
97
号
　
災
害
対
策
本
部

条
例
の
一
部
改
正

　
災
害
対
策
基
本
法
の
一

部
改
正
に
よ
り
、
市
町
村

災
害
対
策
本
部
に
関
す
る

事
項
を
定
め
る
条
項
が
改

正
さ
れ
た
た
め
、
そ
れ
に

伴
い
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
も
の
。

※
総
務
常
任
委
員
会

■
98
号
　
災
害
に
際
し
応

急
措
置
の
業
務
に
従
事
し

た
者
に
係
る
損
害
補
償
に

関
す
る
条
例
の
一
部
改
正

　
条
例
中
第
34
条
が
第
24

条
の
誤
り
で
あ
っ
た
た
め
、

修
正
の
た
め
に
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
も
の
。

※
総
務
常
任
委
員
会

■
99
号
　
市
営
バ
ス
事
業

に
係
る
施
設
の
設
置
及
び

管
理
に
関
す
る
条
例
の
一

部
改
正

　
佐
岡
小
学
校
及
び
繁
藤

小
中
学
校
の
統
合
に
よ

り
、
児
童
生
徒
の
通
学
手

段
確
保
及
び
住
民
の
生
活

路
線
確
保
の
た
め
、
新
規

路
線
の
導
入
及
び
路
線
延

伸
等
を
行
う
も
の
。
ま
た
、

「
別
府
線
」
に
つ
い
て
は

仙
頭
大
橋
南
詰
め
へ
の
経

由
を
行
う
も
の
。

※
総
務
常
任
委
員
会

仙頭大橋（物部町）
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■
１
０
０
号
　
単
純
な
労

務
に
雇
用
さ
れ
る
職
員
の

給
与
の
種
類
及
び
基
準
を

定
め
る
条
例
の
一
部
改
正

　
平
成
21
年
の
人
事
院
勧

告
に
よ
る
一
般
職
の
給
与

改
定
の
実
施
に
伴
い
廃
止

さ
れ
、
現
在
運
用
さ
れ
て

い
な
い
住
居
手
当
（
持
家

を
新
築
又
は
購
入
し
た
場

合
に
世
帯
主
で
あ
る
技
能

職
員
に
5
年
間
支
払
わ
れ

る
住
居
手
当
）
に
つ
い
て

削
除
す
る
改
正
を
行
う
も

の
。

※
総
務
常
任
委
員
会

■
１
０
１
号
　
都
市
公
園

条
例
の
一
部
改
正

　
第
２
次
地
域
主
権
一
括

法
の
公
布
に
よ
り
、「
都

市
公
園
の
配
置
及
び
規
模

に
関
す
る
技
術
的
基
準
」

及
び
「
都
市
公
園
に
公
園

施
設
と
し
て
設
け
ら
れ
る

建
築
物
の
建
築
面
積
に
関

す
る
基
準
」
が
条
例
委
任

さ
れ
た
た
め
、
香
美
市
都

市
公
園
条
例
（
平
成
18
年

条
例
第
１
９
４
号
）
の
一

部
を
改
正
す
る
も
の
。

※
産
業
建
設
常
任
委
員
会

■
１
０
２
号
　
下
水
道
条

例
の
一
部
改
正

　
第
２
次
地
域
主
権
一
括

法
の
公
布
に
よ
り
、
下
水

道
法
第
７
条
及
び
21
条
が

改
正
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、

公
共
下
水
道
の
構
造
の
基

準
及
び
終
末
処
理
場
の
維

持
管
理
に
つ
い
て
は
、
政

令
で
定
め
る
基
準
を
参
酌

し
て
、
地
方
公
共
団
体
が

条
例
で
定
め
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
規
定
と
な
っ
て
い

る
こ
と
か
ら
、
条
例
の
一

部
改
正
を
行
う
も
の
。

※
産
業
建
設
常
任
委
員
会

■
１
０
３
号
　
簡
易
水
道

事
業
等
の
設
置
及
び
給
水

に
関
す
る
条
例
の
一
部
改

正　
平
成
24
年
度
に
区
域
拡

張
事
業
が
完
了
す
る
物
部

町
の
大
栃
簡
易
水
道
（
内

容
変
更
）
と
土
佐
山
田
町

の
樫
谷
地
区
飲
料
水
供
給

施
設
（
新
規
追
加
）
に
よ

り
、
条
例
の
一
部
改
正
を

行
う
も
の
。

※
産
業
建
設
常
任
委
員
会

■
１
０
４
号
　
定
住
自
立

圏
基
金
条
例
の
制
定

　
高
知
中
央
広
域
市
町
村

圏
定
住
自
立
圏
事
務
組
合

の
解
散
に
伴
い
、
本
市
に

返
還
さ
れ
る
出
資
金
、
事

業
が
引
き
継
が
れ
る
定
住

自
立
圏
事
業
に
お
い
て
、

魅
力
と
活
力
あ
ふ
れ
る
個

性
的
な
圏
域
づ
く
り
に
要

す
る
経
費
に
充
て
る
た
め

の
基
金
を
設
置
す
る
た
め

の
条
例
を
制
定
す
る
も
の
。

※
総
務
常
任
委
員
会

■
１
０
５
号
　
指
定
地
域

密
着
型
サ
ー
ビ
ス
の
事
業

の
人
員
、
設
備
及
び
運
営

に
関
す
る
基
準
を
定
め
る

条
例
の
制
定

　
第
１
次
地
域
主
権
一
括

法
の
公
布
に
よ
り
、「
地

域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
の
事

業
の
人
員
、
設
備
並
び
に

運
営
に
関
す
る
基
準
」
が

条
例
委
任
さ
れ
た
た
め
、

新
た
に
条
例
を
制
定
す
る

も
の
。

※
教
育
厚
生
常
任
委
員
会

■
１
０
６
号
　
指
定
地
域

密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ

ス
の
事
業
の
人
員
、
設
備

及
び
運
営
並
び
に
指
定
地

域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー

ビ
ス
に
係
る
介
護
予
防
の

た
め
の
効
果
的
な
支
援
の

方
法
に
関
す
る
基
準
を
定

め
る
条
例
の
制
定

　
第
１
次
地
域
主
権
一
括

法
の
公
布
に
よ
り
、「
地

域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー

ビ
ス
の
事
業
の
人
員
、
設

備
及
び
運
営
並
び
に
指
定

地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ

ー
ビ
ス
に
係
る
介
護
予
防

の
た
め
の
効
果
的
な
支
援

の
方
法
に
関
す
る
基
準
」

が
条
例
委
任
さ
れ
た
た
め
、

新
た
に
条
例
を
制
定
す
る

も
の
。

※
教
育
厚
生
常
任
委
員
会

■
１
０
７
号
　
新
型
イ
ン

フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
本
部

条
例
の
制
定

　
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ

等
対
策
特
別
措
置
法
が
制

定
さ
れ
、
平
成
24
年
５
月

11
日
に
公
布
さ
れ
た
。
本

法
第
37
条
の
規
定
に
「
市

町
村
対
策
本
部
に
関
し
必

要
な
事
項
は
市
町
村
の
条

例
で
定
め
る
」
と
な
っ
て

い
る
こ
と
か
ら
条
例
を
制

定
す
る
も
の
。

※
教
育
厚
生
常
任
委
員
会

■
１
０
８
号
　
移
動
等
円

滑
化
の
た
め
に
必
要
な
特

定
公
園
施
設
の
設
置
に
関

す
る
基
準
を
定
め
る
条
例

の
制
定

　
第
２
次
地
域
主
権
一
括

法
の
公
布
に
よ
り
、「
移

動
円
滑
化
の
た
め
に
必
要

な
特
定
公
園
施
設
の
設
置

に
関
す
る
基
準
」
が
条
例

委
任
さ
れ
た
た
め
、
新
た

に
条
例
を
制
定
す
る
も
の
。

※
産
業
建
設
常
任
委
員
会

■
１
０
９
号
　
市
道
の
構

造
の
技
術
的
基
準
を
定
め

る
条
例
の
制
定

　
第
１
次
地
域
主
権
一
括

法
の
公
布
に
よ
り
、
市
町

村
道
の
構
造
の
一
般
的
基

準
が
条
例
委
任
さ
れ
た
た

め
、
新
た
に
条
例
を
制
定

す
る
も
の
。

※
産
業
建
設
常
任
委
員
会

■
１
１
０
号
　
市
道
に
設

け
る
道
路
標
識
の
寸
法
を

定
め
る
条
例
の
制
定

　
第
１
次
地
域
主
権
一
括

法
の
公
布
に
よ
り
、
道
路

標
識
、
区
画
線
及
び
道
路

標
示
に
関
す
る
命
令
で
定

め
ら
れ
て
い
た
市
町
村
道

に
設
け
る
道
路
標
識
の
う

ち
、
案
内
標
識
及
び
警
戒

標
識
並
び
に
こ
れ
ら
に
附

置
さ
れ
る
補
助
標
識
（
柱

の
部
分
を
除
く
）
の
寸
法

が
条
例
委
任
さ
れ
た
た
め
、

新
た
に
条
例
を
制
定
す
る

も
の
。

※
産
業
建
設
常
任
委
員
会

■
１
１
１
号
　
移
動
等
円

滑
化
の
た
め
に
必
要
な
市

道
の
構
造
に
関
す
る
基
準

を
定
め
る
条
例
の
制
定

　
第
２
次
地
域
主
権
一
括

法
の
公
布
に
よ
り
、
高
齢

者
、
障
が
い
者
等
の
移
動

等
の
円
滑
化
の
た
め
に
必

要
な
道
路
の
構
造
に
関
す

る
基
準
が
条
例
委
任
さ
れ

た
た
め
、
新
た
に
条
例
を

制
定
す
る
も
の
。

※
産
業
建
設
常
任
委
員
会
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■
１
１
２
号
　
準
用
河
川

に
係
る
河
川
管
理
施
設
等

の
構
造
の
技
術
的
基
準
を

定
め
る
条
例
の
制
定

　
第
１
次
地
域
主
権
一
括

法
の
公
布
に
よ
り
、
準
用

河
川
に
係
る
河
川
管
理
施

設
又
は
河
川
法
第
26
条
第

１
項
の
許
可
を
受
け
て
設

置
さ
れ
る
工
作
物
の
う
ち
、

ダ
ム
、
堤
防
、
そ
の
他
の

主
要
な
も
の
の
構
造
に
つ

い
て
河
川
管
理
上
必
要
と

さ
れ
る
技
術
的
基
準
が
条

例
に
委
任
さ
れ
た
た
め
、

新
た
に
条
例
を
制
定
す
る

も
の
。

※
産
業
建
設
常
任
委
員
会

■
１
１
３
号
　
市
営
住
宅

等
の
整
備
基
準
を
定
め
る

条
例
の
制
定

　
第
１
次
地
域
主
権
一
括

法
の
公
布
に
よ
り
、
公
営

住
宅
法
第
5
条
が
改
正
さ

れ
、
公
営
住
宅
及
び
共
同

施
設
の
整
備
基
準
に
つ
い

て
は
国
土
交
通
省
令
で
定

め
る
基
準
を
参
酌
し
事
業

主
体
が
条
例
で
定
め
る
こ

と
と
な
っ
た
た
め
、
新
た

に
条
例
を
制
定
す
る
も
の
。

※
総
務
常
任
委
員
会

■
１
１
４
号
　
水
道
布
設

工
事
監
督
者
を
配
置
す
る

工
事
並
び
に
水
道
布
設
工

事
監
督
者
及
び
水
道
技
術

管
理
者
の
資
格
を
定
め
る

条
例
の
制
定

　
第
１
次
地
域
主
権
一
括

法
の
公
布
に
よ
り
、
水
道

法
第
12
条
及
び
19
条
が
改

正
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、

水
道
布
設
工
事
監
督
者
を

配
置
す
る
工
事
並
び
に
水

道
布
設
工
事
監
督
者
及
び

水
道
技
術
管
理
者
の
資
格

に
つ
い
て
は
、
政
令
で
定

め
る
基
準
を
参
酌
し
て
、

地
方
公
共
団
体
が
条
例
で

定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

規
定
と
な
っ
て
い
る
こ
と

か
ら
、
新
た
に
条
例
を
制

定
す
る
も
の
。

※
産
業
建
設
常
任
委
員
会

■
１
１
５
号
　
高
知
中
央

広
域
市
町
村
圏
事
務
組
合

の
解
散

　
高
知
市
、
南
国
市
、
香

南
市
及
び
本
市
で
平
成
７

年
度
か
ら
設
置
し
て
い
る

高
知
中
央
広
域
市
町
村
圏

事
務
組
合
を
総
務
省
が
推

進
し
て
い
る
定
住
自
立
圏

構
想
に
よ
る
連
携
体
制
が

確
立
さ
れ
た
た
め
、
平
成

25
年
3
月
31
日
限
り
で
組

合
を
解
散
し
、
当
該
事
業

を
定
住
自
立
圏
へ
引
き
継

ぐ
こ
と
か
ら
、
議
会
の
議

決
を
求
め
る
も
の
。

※
総
務
常
任
委
員
会

■
１
１
６
号
　
高
知
中
央

広
域
市
町
村
圏
事
務
組
合

の
解
散
に
伴
う
財
産
処
分

　
議
案
１
１
５
号
と
関
連

し
、
議
会
の
議
決
を
求
め

る
も
の
。

※
総
務
常
任
委
員
会

■
１
１
７
号
　
高
知
中
央

広
域
市
町
村
圏
事
務
組
合

規
約
の
一
部
変
更

　
議
案
１
１
５
号
に
関
連

し
、
高
知
中
央
広
域
市
町

村
圏
事
務
組
合
の
解
散
に

伴
い
、
解
散
後
の
事
務
、

決
算
審
査
、
認
定
に
係
る

事
務
を
高
知
市
が
継
承
す

る
た
め
の
規
約
の
変
更
に

つ
い
て
、
議
会
の
議
決
を

求
め
る
も
の
。

※
総
務
常
任
委
員
会

■
１
１
８
号
　
飛
行
場
外

離
着
陸
場
の
設
置
及
び
管

理
に
関
す
る
条
例
の
一
部

改
正

　
香
美
市
飛
行
場
外
離
着

陸
場
の
設
置
及
び
管
理
に

関
す
る
条
例
に
「
五
王
堂

ヘ
リ
ポ
ー
ト
」
を
追
加
す

る
も
の
。

※
本
会
議

■
１
１
９
号
　
土
地
の
取

得　
平
成
25
年
度
に
建
設
予

定
の
香
美
市
立
土
佐
山
田

学
校
給
食
セ
ン
タ
ー
の
用

地
と
し
て
、
土
地
を
取
得

す
る
た
め
に
提
案
す
る
も

の
。

※
本
会
議

※
89
号
～
１
１
９
号
ま
で

全
員
賛
成
に
て
可
決

請
　
願

■
１
号
　
学
校
給
食
資
材

の
発
注
に
関
す
る
請
願
書

　
審
査
は
請
願
者
及
び
紹

介
議
員
か
ら
の
補
足
説
明

を
受
け
、
請
願
項
目
は

「
学
校
給
食
の
資
材
搬
入

は
地
元
企
業
へ
の
優
先
発

注
と
す
る
こ
と
」「
入
札

手
続
き
に
つ
い
て
は
土
佐

山
田
町
給
食
資
材
セ
ン
タ

ー
協
同
組
合
」
を
通
す
と

い
う
こ
と
」
を
確
認
し
た
。

ま
た
、
執
行
部
か
ら
入
札
、

契
約
等
の
状
況
を
聞
き
審

査
し
た
。

　
学
校
給
食
は
何
よ
り
安

全
で
あ
る
こ
と
が
考
慮
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
し
て
、
地
元
企
業
の
育

成
と
い
っ
た
観
点
か
ら
も

土
佐
山
田
町
給
食
資
材
セ

ン
タ
ー
協
同
組
合
を
通
じ

地
元
企
業
へ
優
先
発
注
す

べ
き
と
し
、
教
育
厚
生
常

任
委
員
会
は
採
択
す
べ
き

と
決
定
し
た
。

※
教
育
厚
生
常
任
委
員
会

※
全
員
賛
成
に
て
採
択

意
見
書
案

■
15
号
　
子
宮
頸
が
ん
ワ

ク
チ
ン
等
の
公
費
負
担
の

継
続
を
求
め
る
意
見
書
の

提
出
に
つ
い
て

■
16
号
　
伊
方
原
発
を
再

稼
働
し
な
い
よ
う
求
め
る

意
見
書
の
提
出
に
つ
い
て

※
全
員
賛
成
に
て
可
決

土佐山田町学校給食センター

しいたけ たけちゃん
© やなせたかし


